
令和５年度第４回龍ケ崎市高齢者福祉・介護保険事業運営協議会 
 

 

日 時：令和６年２月１５日(木) 

午後１時３０分から 

場 所：龍ケ崎市地域福祉会館 大会議室 
 

 

 

会  議  次  第 
 

 

１ 開 会 
 

 

２ 議 事 

（１）龍ケ崎市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（案）に係るパ

ブリックコメント結果報告について 

  （２）龍ケ崎市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の市長への

答申について 

  （３）制度改正に伴う市の関連条例の一部改正（案）について 

 

  （４）その他 

 
 

３ 閉 会  
 



 

龍ケ崎市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（案） 

 

パブリックコメントによる意見募集の結果について 

 

 

 

令和６年２月 

龍ケ崎市福祉部福祉総務課 

  



提出された意見とその意見に対する市の考え方 

 

意見提出期間  令和５年１２月４日（月）～令和６年１月４日（木） 

意見提出者数 １件（個人１件、団体０件） 意見件数 ２９件 

 

No. 意見 

NO. 

頁及び 

意見区分 

 

意見の概要 

 

市の考え方 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4 

質問・意見 

アンケートを実施した期間も、計画見直しの

期間に含めるべきではないか。 

ご指摘を参考にアンケート調査期間も含めた表記

に修正します。 

 

 

 

 

 

2 6 

質問・確認 

(3)パブリックコメントの記載と同じように、

(2)アンケート調査の実施についても、実施期間

等を記載したほうが良いのではないか。 

 また、(3)パブリックコメントの表の項目に、

意見をいただいた人数を記載してほしい。 

アンケート調査の概要説明につきましては１９ペ

ージに記載していますので、その旨、加筆します。 

パブリックコメントの項目についてのご意見につ

きましては、ご指摘を参考に修正します。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 18 

質問 

介護給付費の推移について、累計や利用人数

の比較、及び推計は表記しないのか。 

 

１８ページにつきましては、これまでの介護給付

費の推移を示したものです。パブリックコメントの

時点では令和６年度からの新たな介護報酬単価が国

から示されていないため、介護給付費等の推計や保

険料等は公表しておりませんが、最終的には、１４１

ページからの９「給付費及び第 1号被保険者（６５歳

以上）保険料の推計」において、第８期計画中の給付

費の実績額、第９期計画中の給付費等の見込額及び

保険料を算出し記載します。 

なお、要支援・要介護認定者数等に関します推移・

推計は１６・１７ページに掲載しています。 

新規の介護認定者が増加する一方であればそ

の分介護給付費が増え、保険料の負担が大きく

なるが、その対策はあるのか。 

介護認定者が増加すれば、その分介護給付費も増

大します。介護給付費の増大を抑えるためには、介護

予防及び要介護状態の重度化防止のための取り組み

が重要であると考えており、第４章「施策の展開」の

基本目標１から基本目標４において、介護保険サー

ビス以外の具体的な施策等を示しています。 

 

 

 

 

 

 



4 32 

質問・指摘 

日常生活圏域は、市の総合計画に準拠してい

るのか。 

 

日常生活圏域の設定につきましては、本市の最上位

計画である「龍ケ崎みらい創造ビジョン for2030」を

補完し、本市の都市づくりの基本方針を定める「龍ケ

崎市都市計画マスタープラン」における、生活圏とし

ての４つの地域区分を用いています。 

 

 

また、日常生活圏域ごとに認定者数を把握す

れば、各自治会等の防災活動に役立つのではな

いかと思うがいかがか。 

日常生活圏域ごとの要介護認定者数につきまして

は、本計画に記載はしておりませんが、把握していま

す。要介護認定者の情報は、災害時における高齢者等

の避難を支援するための「災害時避難行動要支援者

避難支援プラン」等に役立てており、その他各自治会

等から防災等の目的で各地区の要介護認定者数等を

求められた場合には、情報提供しています。 

 

 

5 44 

意見 

現状、まいん「健康」サポートセンター等で実

施している一般介護予防事業については、今後

開設が予定されている新保健福祉施設での会場

設定等の検討も必要と考えるがいかがか。また、

そのための管財課との積極的な共有をお願いし

たい。 

新保健福祉施設におけます一般介護予防事業等の

会場設定につきましては、ご意見を参考に検討を行

ってまいります。 

また、同施設の整備を進めるにあたりましては、管

財課と関係各課との情報共有に努めてまいります。 

 

 



6 48 

確認・質問 

(3)高齢者の保健事業と介護予防事業の一体

的実施における重症化予防についての項目中、 

●医療機関やかかりつけ医と連携し、保健指

導や栄養指導を行い、重症化予防に取り組みま

す。 

との記載については、健康増進課（保健センタ

ー）に一任という解釈でよいか。 

当市では、高齢者の保健事業と介護予防事業の一

体的実施の事業は、健康増進課・福祉総務課・保険年

金課の３課が連携して実施しています。 

健康増進課は、訪問や電話等による個別健康相談、

福祉総務課は通いの場等による集団健康教育、保険

年金課は国や県（広域連合）との調整に関すること等

を役割とし、生活習慣病などの疾病予防・重症化予防

を一体的に実施する仕組みを構築しています。 

ご質問のありました重症化予防の取組みにつきま

しては、主に健康増進課（保健センター）が担当にな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 41～48 

質問 

高齢者の介護予防・健康づくりの推進の項目

中、様々な事業紹介がなされているが重点的な

課題が見えない。事業を検証したうえで今後の

展開を考えないと効果が得られないと考えるが

いかがか。 

 

 

介護を必要とする方の増加が見込まれる中、でき

るだけ早期に介護予防・健康づくりに取り組むこと

が求められています。このため、当市では、①介護サ

ービスを利用すること②自ら健康に取り組むこと

（自主活動を含む）③重症化しないための専門職か

らの指導を行う等、これらの取組を通じて、介護予

防・健康づくりの維持・増進に努め、ひいては健康寿

命の延伸を目指しています。 

各講座の実施にあたっては、身体の運動機能改善

を目的に単に運動だけではなく、認知症予防、口腔、

栄養の要素も組み入れた内容を検討して実施してい

ます。また検討する際には、専門的見地からだけでは

なく参加者のご意見等も踏まえながら事業の検証を

行っています。 

8 43～47 

質問 

① ③に同じような講座がいくつも記載され

ているが、各講座の場所や回数、時間など

の記載がない。 

 また、事業の効果を見るためのアンケー

ト等は行っていないのか。 

各講座の開催場所や時間等を記載するためには、

相応のスペースが必要になりますので、「参加者数」

「開催回数」のみの記載としています。なお、具体的

な実施内容等はその都度、広報紙や市公式ホームペ

ージでお知らせします。 

また、各講座におきましては、参加者の皆さんから

の直接のご意見やアンケートを実施し、事業内容を

検討する際の参考として活用しています。 

 



9 49 

意見 

総合福祉センターの設備の老朽化が課題とさ

れているが累積赤字も気になるところ。入浴施

設という意味では、湯ったり館の事業休止の問

題と併せて検討する必要があるのではないかと

思う。よって、農業政策課とも共有すべき。 

また、新保健福祉施設には福祉部門も入ると

聞いたが、社会福祉協議会の配置場所について

も見直すべきと考えるがいかがか。 

 

総合福祉センターは老人福祉法に基づき設置して

いる施設であり、入浴サービスだけではなく、高齢者

の健康増進・介護予防等に関する業務等を行ってい

るため、湯ったり館とは設置目的が異なります。 

人口減少社会にあって、公共施設の在り方につき

ましては、公共施設マネジメントの中で総合的に判

断し、適切な施設運営に努めてまいります。 

 新保健福祉施設に配置する部署につきましては、

社会福祉協議会も含めて調整を行っています。 

10 50 

意見 

交流サロン「りゅう」（社会福祉協議会中央支

所）も新保健福祉施設に移転したほうが良いと

考えるがいかがか。 

交流サロン「りゅう」（社会福祉協議会中央支所）

につきましては、野菜・日用品等の販売など買い物支

援の一翼を担っている外、高齢者の交流拠点として

位置づけ、地域の多くの高齢者にご利用いただいて

います。 

11 55 

質問 

シルバー人材センターの会員数についての記

載はあるが、会員の就業率等を記載すべきと考

えるがいかがか。 

 

ご指摘を参考に、会員の就業状況を加筆します。 

 

 

12 57 

指摘 

「地域包括支援センター」について、実態及び

課題が不明瞭であると考えるがいかがか。 

 

 

ご指摘を参考に、地域包括支援センターの実態及

び課題を分かりやすく加筆修正します。 

 

 

 



13 58 

意見 

「高齢者福祉・介護保険事業運営協議会」の今

後の展開において、「計画の策定、推進及び進行

管理に関する事項など、調査・審議を実施」と記

載があるが、何の計画や進行管理を指している

のかが不明瞭と考えるがいかがか。 

 

ご指摘を参考に、計画名など分かりやすく加筆し

ます。 

14 59 

質問・意見 

地域ケア会議には介護保険課の職員は参加し

ないのか。 

地域ケア会議には介護保険課の職員も参加してい

ます。 

 

 

15 61 

質問・指摘 

(3)龍ケ崎市医療・介護・障がい生活情報サイ

トの運用にあたり、課題解決に向けて具体的に

どのような展開を考えているのか。 

 

「市民活動や NPO 活動等の情報不足」という課題

につきましては、地域の実情に精通しております龍

ケ崎市社会福祉協議会と連携を図りながら、地域に

おける様々な社会資源の情報収集に努め、個々に応

じた必要な情報が取得できるよう情報サイトの構

築・運用に努めてまいります。 

16 62 

質問 

ひとり暮らし高齢者はますます増加する見込

みである。そのため、民生委員だけではなく自治

会の協力も必要と考えるがいかがか。 

高齢者実態調査は民生委員に調査依頼をし、訪問

による聞き取り調査を実施しています。調査に当た

っては、災害時避難行動要支援者避難支援プランの

登録勧奨も併せて実施しており、必要に応じて住民

自治組織や自主防災組織とも連携を図りながら事業

を進めています。 

 



17 64 

質問 

(1) 龍ケ崎市在宅医療・介護連携推進会議にお

ける各部会の開催実績はどのようになっ

ているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各部会の開催実績につきましては、下記の通りです。 

 

部 

会 

名 

全 

体 

会 

地

域

ケ

ア 

連

携

推

進 

認
知
症
ケ
ア 

令和３年度 2回 9回 7回 2回 

令和４年度 3回 9回 6回 2回 

令和５年度 0回 8回 4回 3回 
 

18 65 

質問 

連携シートの活用について、特に何をしたい

のか、また、計画期間の具体的な取組内容が不明

確と考えるがいかがか。 

在宅療養者や介護サービス利用者の在宅生活を支

えるためには、医療・介護関係者間による的確かつ迅

速な情報共有が必要となります。 

このため、当市では龍ケ崎市在宅医療・介護連携推

進会議等の機会を通じて、医療・介護をはじめとする

様々な職種の関係者からの意見収集に努め、それら

を反映した連携シートの作成及び効果的な運用方法

について検討を進めてまいります。 

なお、「連携シート」の役割について、分かりやす

く追記します。 

 



19 69～70 

質問・指摘 

「認知症の人の介護者への支援」について３

つの事業の羅列があるが、事業の目的を果たし

ているか、どのような効果が得られたのか等を

把握したうえでの事業展開が必要と考えるがい

かがか。 

ＰＤＣＡサイクルを念頭に、効果的な事業展開に

努めてまいります。 

 

 

20 69～70 

質問 

ア徘徊高齢者等二次元コード活用見守り事業

の実績や目標値の記載がない。事業説明や活動

のアピールをしたほうが良いと思うがいかが

か。 

 

「徘徊高齢者等二次元コード活用見守り事業」に

つきましては、令和５年度からの事業開始のため、令

和４年度以前の実績はございません。 

次に、本事業につきましては、市広報紙への掲載を

きっかけに昨年は、新聞数社に取り上げていただい

た経緯もあります。引き続き、認知症の理解促進の取

組みと併せて、本事業の周知・啓発に努めてまいりま

す。 

※参考・・新聞（読売、茨城、公明） 

 

21 69～70 

意見・指摘 

「介護者のつどい」に参加をしたことがある

が、在宅で介護をしたことのある経験者にも呼

びかけをすべきと考えるがいかがか。 

「介護者のつどい」には、現在も在宅で介護をされ

た経験のある方が参加されています。市や地域包括

支援センターには、介護にまつわる相談が様々な市

民から寄せられますので、今後もそのような機会を

捉えて「介護者のつどい」への参加勧奨を積極的に行

ってまいります。 

 

 



22 71 

質問 

市内の事業者数は把握しているのか。また、協

力事業所や協力者数の目標値が年度を重ねて累

積していくのはいいが、今後の対策は検討する

必要があると思うがいかがか。 

見守りネットワーク事業の協力事業所数は登録勧

奨により大きく増加しました。市内には約 2,400 の

事業所がありますので、この取組みを継続し、今後も

増加に努めてまいります。 

また、これに併せて、既登録事業所等には、毎年開

催している見守りネットワーク情報交換会議にご参

加いただき、事例紹介等を通じて、一層の事業充実の

ためのご協力をお願いしてまいります。 

23 72 

89 

確認・質問 

 

（1）高齢者日常生活用具給付事業について、

メンテナンス等の維持費は給付の対象ですか。

また、（2）福祉電話貸与事業について、特殊詐欺

対策にナンバーディスプレイに対応した機種を

貸与していますか。 

８９ページの（2）ひとり暮らし高齢者等緊急

通報システム事業もあわせて、一本化してはど

うか。 

高齢者日常生活用具給付事業につきましては、メ

ンテナンス費用等は対象外ですが、実施要綱に規定

した「耐用年数」の経過後においては、再度給付が可

能となります。 

次に、福祉電話貸与事業につきましては、主に緊急

の連絡手段を確保することを目的とした事業です。

このため、通話機能のみの機器を貸与しており、ナン

バーディスプレイには対応していません。 

ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業につ

きましては、当該事業の利用希望者の多くの方が申

請時にはすでに電話機及び電話回線を保有している

状況です。加えて、先の福祉電話貸与事業の利用者も

減少傾向であることから、両事業の一本化につきま

しては検討しておりません。 

 



24 73 

質問・意見 

 (3)食の自立支援事業（配食サービス）につい

て、利用者数が停滞傾向なら、民間へ委託引継し

てもいいのではないか。 

食の自立支援事業（配食サービス）につきまして

は、定期訪問による安否確認や利用者の健康状態に

応じて栄養を考慮するなど、きめの細かい対応を行

っています。 

なお、当該事業の調理及び配達につきましては、現

在も民間事業者に業務を委託して実施しています。 

 

 

 

 

25 74 

81 

質問・意見 

NPO 法人の自家用車では、「身障者等用駐車場

利用証制度」を活用しているのか。 

 

「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」につき

ましては、茨城県からの依頼に応じて、市の担当窓口

（介護保険課、障がい福祉課、こども家庭課）で申請

を受け付けています。この際、当該制度の交付要件を

満たしている高齢者や障がい者等の「個人」に対して

交付しています。 

交付に際しましては、使用する車両の指定は行っ

ておりませんので、NPO法人の車両が利用証を使用す

ることも可能となっています。 

 

 

 

 



26 82 

意見・指摘 

「成年後見制度の利用促進」について、事務手

続きが煩雑なうえに手数料も発生するなど、利

用しにくい制度である。見直したり、緩和できる

ところがあれば施策としてやるべきではないか

と考えるがいかがか。 

 

 

 

成年後見制度につきましては、申し立てに係る手続

きの煩雑さ等の課題がありますが、国の制度であり見

直し等はできません。市としましては、本制度の周知・

広報に努めますとともに、制度利用に向けた相談対応

などを通じて、市民の皆さんへの理解促進に取り組ん

でいます。 

 

 

 

 

 

27 84～85 

質問 

 

高齢者虐待の防止について、相談案件の具体

的な内容を公表することで、相談しやすい環境

（きっかけ）づくりに寄与できると思うがいか

がか。 

 

個人が特定されてしまう可能性があるため、具体

的な相談内容を公表することは困難ですが、高齢者

虐待に関するパンフレット等を活用して虐待事例や

通報先等の周知に努めてまいります。 

また、「相談しやすい環境づくり」につきましては、

今年度より地域包括支援センターを市内２か所に設

置して市民の利便性の向上を図ったところです。当

センターが、市民の皆さんの身近な相談窓口として

さらに浸透できるよう、周知に努めてまいります。 

 

 

 



28 152 

意見・指摘 

現状課題と今後の展開を！ 

① 要介護認定の適正化 

感染症対応で介護認定が遅れたり、期間の延

長になったりと申請者が事務手続きに影響があ

ったと思われます。予定より大幅遅れ、申請者へ

の事後報告など対応を今後求められてきます。

さらに高齢者が増加にともない、認定期間の猶

予の見直しその中においての事務手続の改善を

見直さなければならないと考えられます。ご意

見をお願いします。 

 

要介護認定に係る必要書類提出のスケジュール管

理を徹底する等、要介護認定申請から決定までの期

間に遅れが生じないよう、要介護認定の適正化を図

ります。 

29 質問 現行の計画では、ＳＤＧｓの関連を定めてい

たが今回は定義しないのか。 

 

ＳＤＧｓとの関連につきましては、計画書の末尾

に「資料編」として記載し、定義いたします。 

 



○案  
令和６年２月   日  

 

龍ケ崎市長   萩  原   勇   様  

 

龍ケ崎市高齢者福祉・介護保険事業運営協議会 

会  長   大  槻   毅  

 

龍ケ崎市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画について（答申） 

 

令和４年１０月１８日付け龍介第６６１号にて貴殿より諮問のありました標記

の件につきまして、本協議会において慎重審議を重ねた結果、その内容は妥

当なものと認めます。 

なお、本計画の推進に当たっては、下記の附帯意見に留意の上、より一層の

高齢者福祉の向上に努められますよう求めます。 

 

記  

【附帯意見】 

 

１  高齢者が心身の健康を維持しながら、住み慣れたまちでいつまでも元気

に生活できるよう介護予防事業に取り組むとともに、高齢者を支える地域づ

くりを進めていく生活支援体制整備事業を推進することにより、介護保険料

の抑制に努められたい。 

 

２  高齢者人口の増加が見込まれる中、包括的かつ継続的な在宅医療・在

宅介護の提供に一層注力するとともに、その一方で、特別養護老人ホーム

の増床整備は必要であるという意見もあったことから、その必要性について

は、引き続き検討を重ねられたい。 

 

３  地域共生社会の実現において基盤となる地域包括ケアシステムの推進に

向け、支援を必要とする人が相談につながるよう、地域包括支援センターが

市民にとって身近な相談窓口となり得るよう周知に努められたい。 























制度改正に伴う市の関連条例の一部改正（案）について 
 
介護保険では３年ごとに介護報酬や介護サービス基準などの大幅な

制度改正が行われます。令和６年度が当該年度となり、それに応じて本
市で定めている介護保険関連の条例も改正されます。 
 
 以下の条例が改正されます。運営協議会所掌である条例は④・⑤にな
ります。 
 
 

① 龍ケ崎市介護保険条例の一部を改正する条例 
 

② 龍ケ崎市指定居宅介護支援等の事業の人員、運営等に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 
 

③ 龍ケ崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 
 

 

④ 龍ケ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 
 

⑤ 龍ケ崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 
 

④・⑤の主な改正点 

・やむを得ない場合を除く身体的拘束等の禁止や、やむを得ず身体的拘束等を行

った際の記録の義務付け。 

・各事業所の重要事項について、書面掲示に加えウェブサイトへの掲載を義務付け。 

・小規模多機能型居宅介護事業所における、利用者の安全や職員の負担軽減の

方策を検討するための委員会設置についての規定。 

・管理者の兼務の要件の緩和。 

・入所系の施設において、感染症を含む入所者の病状の急変時に際し、これまで以

上に協力医療機関との連携を図る。 
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